
　

要
支
援
者
に
対
す
る
介
護
保
険
の

訪
問
サ
ー
ビ
ス
の
ひ
と
つ
、「
生
活
援
助

型
訪
問
サ
ー
ビ
ス
」（
掃
除
、洗
濯
、買
い

物
、調
理
な
ど
）の
従
事
者
研
修
の
受
講

者
を
募
集
し
ま
す
。

研
修
内
容
／
１
日
６
時
間
、連
続
２
日

間
の
講
義
形
式（
研
修
受
講
後
、簡
易
な
試

験
が
あ
り
ま
す
。）

　
日
程
、場
所
な
ど
詳
細
は
、大
阪
市
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ご
確
認
い
た
だ
く
か
、

申
込
先
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

 ·

市
内
在
住
の
方

·

大
阪
市
の
指
定
を
受
け
て
い
る
生
活
援

助
型
訪
問
サ
ー
ビ
ス
事
業
所（
申
請
中
を
含

む
）で
雇
用（
予
定
も
含
む
）さ
れ
て
い
る
方

 

無
料

※
交
通
費
、昼
食
代
等
は
各
自
の
負
担
と
な
り

ま
す 

電
話

未
来
ケ
ア
カ
レ
ッ
ジ

☎
０
１
２
０-

１
６-

８
３
５
１

 

福
祉
局
高
齢
者
施
策
部

介
護
保
健
課　
指
定・指
導
グ
ル
ー
プ

☎
６
２
４
１-

６
３
１
０

生
活
援
助
サ
ー
ビ
ス

従
事
者
研
修
の
受
講
者
を

募
集
し
ま
す

ち
ょっ
と
考
え
よ
う
！

シ
ニ
ア
の
食
事

ご
み
の
分
別
相
談
と

フ
ー
ド
ド
ラ
イ
ブ

実施日 時間 受付
弁護士による法律相談 2日㈫、10日㈬、18日㈭、26日㈮ 13:00～17:00 区役所6階61番窓口
社会保険労務士相談★ 8日㈪

13:00～16:00
※受付は15:30まで

区役所1階
区民情報
コーナー

不動産相談 （不動産協会）★ 4日㈭
（宅建協会）★ 9日㈫

税理士相談★ 17日㈬
司法書士相談★ 23日㈫
行政書士相談★ 24日㈬
予

予




